
第 2章 運航の可否判断

(発航の百
:‐ 否半|:断 )

第 2条 船長は,発航前に運航の可否判断を行い,発航地港内の気象・海象が次に1;弓 げる条件の一に達 L

ていると認めるときは,発航 を中止しなければならない。

気象・海象

発航地名
風  速 波  高 視  程

相模湾周遊コース 12m/s以 上 1.2m以 上 1000m以 下

伊豆大島周遊コース 1 2m′/sガ人_1■ 1 " 2 ml/-l: 1 0 0 0im以 下

東京湾周遊コース 12m/s以 _L 1.2m以 上 1000m以 下

三崎保 田周遊 コース 12m′た以 上 1.2m以 上 1〔〕○ 〔)m以 下

2 船長は,前項の規定に基づき発航 (ノリ中止を決定したときは,旅客の下船,保船措置その他の適切

な措置をとらなければならない。

3 船長は,本条第 1項 の条件に達 しないときでも,潮位表及び桟橋にある潮位標識を調べ,航路筋

の各橋梁下と船上空間が次に掲げる条件に達 していると認められるとき,よ 発航を中止 しなけれ

ばならない。

橋梁下 と船上 との空間が,空船状態で 30cm以 下

(基 準チ|九イ
」
::マ1)可否争サ1新 等)

第 3条 船長は,基準航行を継続 した場飢 船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著 ヒく困難 と

なるおそれがあるとき, 又は周囲の視程が 100()m以下となったときは,基準航行を中止し,

減速,適宜の変針,基準経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。

2 船長は,航路筋の各船渠下と船上空間が 30cm以 Fと なるおそれがあると認めるとき:■ ,基準

航行を中止 し,減速,適宜の変針,反転等適切な措置をとらなければならない.

(着イ夫の可子辞|`獅 )

第 4条 船長は,着桟予定港内の気象・海象に関する1青報を確認 し,次 に掲げる条件の一―|こ 達 していると

認めるときは,着桟を中止ヒ.適宣の海域での錨泊フ着桟場所の変更その他の適切な措置をと|ら

なければならない.

気象・海象

発航地名
風  速 波  高 視  程

相模湾周遊コース 1 2m/s,らt_Li 1.2m以 |二 1 0〔〕O ini工
~卜 ^

伊豆大島周遊コース 12m/s以 上 1.2m以 上 l① OOm以 下

東京湾周遊コース 1 2m/s以 _1■ 1.2 mtt L 1000m以 下

三崎保田周遊コース i 2mi:;l,l t- 1. 2■ 1上■_L 100(〕 m以 下

()軍航σ>:'J否 :11_1場
l等

(ア蔵il録 )

第 4条の 2 運航の可否判断の記録は,航海 日誌等に気象 1青報 (予報)及 び措置,1幾議内容を記録 うるc、

特に運航中止基準に達 した (達 するおそれがある)場合における運航継続の措置については ,

判断理由を記載する(
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